
議第1264号

土地区画整理法第55条に基づく
意見書の審査手続について



■口頭意見陳述の実施方法（市施行について）

土地区画整理事業の事業計画の決定

土地区画整理事業の都市計画決定･変更

土地区画整理事業の事業計画案の縦覧/
意見書受付

意見書あり

意見書 採択 不採択

都市計画審議会

意見書なし
事
業
計
画
案
の
修
正

付議



■意見書の付議先

＜意見書の付議先＞

神奈川県都市計画審議会

平成30年４月１日
「地方自治法施行令の一部改正」

横浜市都市計画審議会



■口頭意見陳述の実施方法（市施行について）

土地区画整理事業の事業計画の決定

土地区画整理事業の都市計画決定･変更

土地区画整理事業の事業計画案の縦覧/
意見書受付

意見書あり

意見書 採択 不採択

都市計画審議会

意見書なし
事
業
計
画
の
修
正

付議

付議

口頭意見陳述の申立て



■意見書の取扱い

平成26年６月13日
行政不服審査法 全部改正

平成28年４月１日
土地区画整理法 改正施行

口頭意見陳述の実施

招 集 者：都市計画審議会
メンバー：【審理員】都市計画審議会

【処分庁】事業計画の所管課等
【申立人】意見書提出者



■口頭意見陳述の実施方法（市施行について）

土地区画整理事業の事業計画の決定

土地区画整理事業の都市計画決定･変更

土地区画整理事業の事業計画案の縦覧/
意見書受付

意見書あり

意見書 採択 不採択

都市計画審議会

意見書なし
事
業
計
画
の
修
正

口頭意見陳述の実施

小委員会の設置

審理関係人の招集及び
口頭意見陳述の聴取

取りまとめたものを
都市計画審議会へ提出

付議



■小委員会

小委員会の設置
●非公開で実施

●委員構成
委員は、審議会の委員及び臨時
委員のうちから会長が指名する。
（審議会規則 第５条）


